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令和7年12月12日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私たちは、安全品質方針に

人命第一を最優先事項とし、安心・安全な職場環境を維持する

と掲げています

・進捗工程毎にTBMを実施、危険箇所の周知徹底を行います。

・安全衛生委員会を開催し、ヒヤリハット事例の共有を行い教訓を周知、

労働災害を防止します。

・技術技能向上と併せて工具資材の適正使用を徹底します。

・脚立、梯子の誤使用が重大災害につながることを認識し、使用前点検の徹底、正し

い設置と作業姿勢の遵守、無理な作業や自己判断を禁止し、転倒・墜落災害を防止し

ます。

・定期健康診断を実施し、社員一人ひとりが健康的に活動できる職場

環境を維持します。

・事務所、及び倉庫内は常時整理整頓を行います。


